
別表第２（第２条関係） 

   環境配慮型浄化槽 

  

 環境配慮型浄化槽とは、次に定める消費電力基準等及び消費電力基準に加えて１つ以上満たす

ことが必要な基準項目を満たす浄化槽をいう。 

 

１ 消費電力基準 

人槽（人） 
消費電力 

（通常型） 

消費電力 

（BOD10mg/L以下） 

消費電力 

（りん除去型） 

５人槽 ４７ Ｗ以下 ５８ Ｗ以下 ９２ Ｗ以下 

７人槽 ６７ Ｗ以下 ８３ Ｗ以下 １００ Ｗ以下 

１０人槽 ９２ Ｗ以下 １１３ Ｗ以下 １７４ Ｗ以下 

 

２ 浄化槽の総容量 

人槽（人） 
総容量 

（通常型） 

総容量 

（BOD10mg/L以下） 

総容量 

（りん除去型） 

５人槽 ３．０６７ ㎥以下 ３．２２５ ㎥以下 ３．１３０ ㎥以下 

７人槽 ４．１４６ ㎥以下 ４．６３７ ㎥以下 ３．９５５ ㎥以下 

１０人槽 ６．３２９ ㎥以下 ６．４９３ ㎥以下 ５．５２４ ㎥以下 

 

３ 消費電力基準に加えて１つ以上満たすことが必要な基準項目 

 

（１） 浄化槽の消費電力が、上記の消費電力基準よりもさらに１０％以上低減されているこ

と。 

人槽（人） 
消費電力 

（通常型） 

消費電力 

（BOD10mg/L以下） 

消費電力 

（りん除去型） 

５人槽 ４２ Ｗ以下 ５２ Ｗ以下 ８２ Ｗ以下 

７人槽 ６０ Ｗ以下 ７４ Ｗ以下 ９０ Ｗ以下 

１０人槽 ８２ Ｗ以下 １０１ Ｗ以下 １５６ Ｗ以下 

 

 



（２） 浄化槽本体の大きさがコンパクト化されており、下記の総容量の基準をみたすこと。 

人槽（人） 総容量（㎥） 

５人槽 ２．２ 以下 

７人槽 ３．１ 以下 

１０人槽 ４．５ 以下 

 

  （３）ディスポーザ対応浄化槽であること。 

  （４）プラスチックを主材料とする浄化槽であって、製品全体の構成部品に含まれるプラス

チックの全重量に占める再生プラスチックの重量割合が、ポストコンシューマ材料の場

合は２５％以上、プレコンシューマ材料の場合は５０％以上であること。 

     ただし、再生プラスチックにポストコンシューマ材料とプレコンシューマ材料を併せ

て使用する場合は、以下の式による。 

 

プレコンシューマ材料重量      １    ポストコンシューマ材料重量 

             （％）×   ＋                （％）≧２５ 

  プラスチック全重量       ２      プラスチック全重量 

 

 

 

 

 


